
2015 年度 自己点検・評価 【司法研究科】 
 

 

＜理念、目的、教育研究目標、方針等＞設定・確認シート 作成日：2015 年 10 月 21 日 

責任者 司法研究科長 作成部局 司法研究科 

 

Ａ票 

A‐1 司法研究科の理念 変更の有無 

 司法研究科は、法曹三者という高度専門職業人の養成に特化した専門職大学院（法科大学院）として、専門的な知識を習得するとともに、豊かな人間性や責任感、高度

な倫理観を養い、社会に貢献しうる法曹を養成することにより、２１世紀の法曹界を支えていくことを理念とします。 

☐有り 

無し 

  

A-2 司法研究科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（学則上） 司法研究科の目的（Ｗｅｂサイト上） 変更の有無 

 本研究科は、法曹三者という高度専門職業人の養成に特化した専門職大学院(法科大学院)とし

て、Mastery for Service の精神を体現した人権感覚豊かな市民法曹として、現代社会の多様な

法的ニーズに応えて、法曹と呼ぶにふさわしい良き仕事(Good Work)を遂行することができる高度

の専門性と倫理的資質を備えた法曹を養成することを目的とする。 

本研究科で養成する法曹像を「人権感覚豊かな市民法曹」「企業

法務に強い法曹」「公務に強い法曹」および「国際的に活躍できる法

曹」の４つとします。この４つの法実務のいずれの分野においても、一

般的に要求される法曹としての基本的能力や資質を十分に養成し

つつ、法的問題の多様化・専門化・国際化に確実に対応できる能力

を持ち、その様々な局面や過程において、 スクール・モットーである

＜Mastery for Service＞を体現し、社会に貢献しうる法曹を育成す

ることを目的とします。 

有り 

☐無し 

 めざす学生像 変更の有無 

 法曹に求められる最低限の法に関する専門知識と、それをもとにした体系的な法的思考能力、創造的・批判的な法的思考能力、事例の分析能力を身につけ、さらには 

豊かな人間性や責任感、高度な倫理観をもった学生の養成を目指している。 

有り 

☐無し 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー；ＤＰ） 変更の有無 

３年（６学期間。なお、法学既修者については、２年・４学期間）以上在学し、「法律基本科目群」「実務基礎科目群」「基礎法学・隣接科目群」「展開・先端科目群」「特

別演習科目群」の５つの科目群から、修了に必要な所定の単位を修得することを要求している。なお、１年次から２年次、および２年次から３年次への進級に際しては、

「法律基本科目群」および「実務基礎科目群」の必修科目の平均 GPA を基準にした進級制度を設けている。これら５つの科目群の学修を通して、厳格な成績評価のも

と、法曹に求められる最低限の法に関する専門知識と、それをもとにした体系的な法的思考能力、創造的・批判的な法的思考能力、事例の分析能力を身につけた者

に、法務博士の学位を授与する。 

☐有り 

無し 

 

A-1．「理念」、A-2．「目的」「めざす学生像」「学位授与方針」に関する、適切性および検証体制・検証プロセスの確認 チェック欄 

【確認１】 
「司法研究科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（学則上）」は、「A-1．司法研究科の理念」に沿い、 めざす方向性

を適切に表現しているか。 

はい 

☐いいえ 

【確認２】 
「司法研究科の目的（Web サイト上）」は、A-2「司法研究科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（学則上）」に沿った内

容であり、社会に対して分かりやすい表現になっているか。 

はい 

☐いいえ 

【確認３】 
「めざす学生像」と「学位授与方針」は、A-2「司法研究科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（学則上）」、「司法研究

科の目的（Web サイト上）」と整合性が取れ、目的の実現に向けて相応しい内容となっているか。 

はい 

☐いいえ 

【確認４】 学位授与方針は、学位授与にあたり、学位授与基準および当該学位に相応しい学習成果を明確に示しているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認５】 学位授与方針に基づく学習成果を測定するための評価指標を開発し、適切に成果を測るよう努めているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認６】 目的、「めざす学生像」、「学位授与方針」は周知・公表されているか。 
はい 

☐いいえ 

適 切 性 の 検 証

体制を明確にし

ているか 

責任主体・組織（承認・決裁） 研究科長室委員会（議長：研究科長） 

検証手続き 研究科長室委員会での審議を経て、必要に応じて随時教授会において決裁・承認している。 

決定・判断時期 必要に応じて適宜 

検証エビデンス 教授会議事録 

検証プロセスを

適切に機能させ

ているか 

 １．機能させている ☐２．機能させていない 

検証方法（指標、測定方法など） 成果指標（修了者数）を定めて現状を把握の上、教授会において課題を整理している。 

成果 成果あり （内容： 目標とする修了者数の確保） ☐成果なし 

改善・伸長に向けた 計画あり （内容： 学生への教育内容の充実、個別指導体制の強化） ☐成果あり 

検証エビデンス 修了調査の結果 

周知・公表方法 規程、規則、内規 履修心得 学院Ｗｅｂサイト パンフレット、リーフレット等 ☐その他 （ ） 



2015 年度 自己点検・評価 【司法研究科】 
 

 

＜理念、目的、教育研究目標、方針等＞設定・確認シート 作成日：2015 年 10 月 21 日 

責任者 司法研究科長 作成部局 司法研究科 

 

Ａ票 

A-3 教育研究目標 変更の有無 

 

目標１ 

（タイトル） 有り 

☐無し 
理論と実務の架橋を目指した教育により高度な法的知識を身につけた法曹を養成すること 

 （狙い・内容） 

多様化する広範な法の領域に対応しうる基礎的な知識や特化した専門分野の高度な知識を身につけさせ問題に対して高度な法的分析により考察する

力＝「理論」と、具体的に行動し解決する力＝「実務」の融合を図る。その成果として、実務を担う法曹としての登竜門である司法試験の合格率アップに

つなげる。 

 

目標２ 

（タイトル） ☐有り 

無し 
徹底した少人数教育・多彩な科目群の開講拡大により多様なニーズに対応する法曹・高度専門職業人を養成すること 

 （狙い・内容） 

法科大学院修了後のいわゆる職域拡大によって公務法曹、企業法務法曹の増加を図ることを狙いとする。 

 

A-3．「教育研究目標」に関する、適切性および検証体制・検証プロセスの確認 チェック欄 

【確認１】 「教育研究目標」は、A-2「目的」、「めざす学生像」の実現に向けて、 相応しい内容であるか、適切な表現であるか。 
はい 

☐いいえ 

【確認２】 「教育研究目標」は、教育の質向上に向けた意欲的な内容になっているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認３】 「教育研究目標」は、周知・公表されているか。 
はい 

☐いいえ 

適 切 性 の 検 証

体制を明確にし

ているか 

責任主体・組織（承認・決裁） 研究科長室委員会（議長：研究科長） 

検証手続き 教務関係委員会での審議を経て、必要に応じて随時教授会において決裁・承認している。 

決定・判断時期 必要に応じて適宜 

検証エビデンス 教務関係委員会・教授会議事録 

検証プロセスを

適切に機能させ

ているか 

 １．機能させている ☐２．機能させていない 

検証方法（指標、測定方法など） 成果指標（司法試験合格率）を定めて現状を把握の上、教授会において課題を整理している。 

成果 成果あり （内容：毎年司法試験合格発表後に分析・検証している） ☐成果なし 

改善・伸長に向けた 計画あり （内容：教育内容の見直し） ☐成果あり 

検証エビデンス 司法試験合格者調査の結果 

周知・公表方法 規程、規則、内規 履修心得 学院Ｗｅｂサイト パンフレット、リーフレット等 ☐その他 （ ） 
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＜理念、目的、教育研究目標、方針等＞設定・確認シート 作成日：2015 年 10 月 21 日 

責任者 司法研究科長 作成部局 司法研究科 

 

Ａ票 

A‐4 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー；ＣＰ） 変更の有無 

 基礎から応用へ。実定法を中心とした法の基本知識の修得、その理解の進化、実務の基本知識の修得、そして総合的学習、展開･先端科目の学習へ。このような段階的

学修のために、独自のカリキュラムを用意し、司法ニーズに的確に対応できる、幅広い教養と人間性を身につけた法曹を養成する。最終年次のカリキュラムは、一人ひとり

の自主性を尊重した自由度の高いものとなっており、それぞれの目標に応じた学びを実現することができる。完全セメスター制を採用し、集中的に学修する。 

まず、１年次では、法律の基本的な知識の修得を目的とした法律基本科目を必修科目として配置するとともに、幅広い教養と豊かな人間性を養うことを目的として基礎法

学･隣接科目群を配置している。また、少人数で行う基礎演習を設け、導入教育を行う。次に、２年次では、法律基本科目の発展として、各実定法の演習科目を必修科目

とし、重要論点を双方向のケースメソッドなどで学修することにより、当該法律についての理解をより深めていく。また、実務基礎科目群は、ロースクール教育の柱の一つであ

る「実務教育の導入部分」を担い、１年次で修得した基本的知識をもとに法曹としての責任感･倫理観を涵養する。現実と触れ合う科目を幅広く設置することにより確実な実

務基礎の修得を図り、エクスターンシップ、ローヤリング、クリニックなどにより実務的感覚を体得する。さらに、展開･先端科目群は、法曹としてどのようなフィールドに進むの

かを発見したり、すでに関心のある専門領域を持っている者の基礎的教育を目的としている。「企業法務科目」「国際関係科目」「現代社会と法関係科目」「政策法務科目」

という４つの領域に配置された科目は網羅的であり、現代の各領域における問題点を取り扱う。最後に、３年次では、法律基本科目を民事、刑事、公法の３分野に集約し

て、個別法の枠を超えた総合的･横断的な学修を行う。また、少人数で行う特別演習を設け、思考力、論理力、表現力などの養成を行う。 

☐有り 

無し 

 

A-4．教育課程の編成・実施方針に関する、適切性および検証体制・検証プロセスの確認   チェック欄 

【確認１】 教育課程の編成・実施方針は、A-2「めざす学生像」、「学位授与方針」、A-5「学生の受け入れ方針」と整合性が取れているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認２】 教育課程の編成・実施方針は、A-3「教育研究目標」の達成に向けて相応しい内容となっているか、表現は適切か。 
はい 

☐いいえ 

【確認３】 教育課程の編成・実施方針は、教育課程の編成や、教育内容、教育方法等に関する考え方を明確に示しているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認４】 学位授与方針の内容を実現するために、教育課程の編成・実施方針は適切な内容となっているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認５】 教育課程の編成・実施方針は周知・公表されているか。 
はい 

☐いいえ 

適 切 性 の 検 証

体制を明確にし

ているか 

責任主体・組織（承認・決裁） 研究科長室委員会（議長：研究科長） 

検証手続き 教務関係委員会での審議を経て、必要に応じて随時教授会において決裁・承認している。 

決定・判断時期 必要に応じて適宜 

検証エビデンス 教務関係委員会・教授会議事録 

検証プロセスを

適切に機能させ

ているか 

 １．機能させている ☐２．機能させていない 

検証方法（指標、測定方法など） 成果指標（司法試験合格率）を定めて現状を把握の上、教授会において課題を整理している。 

成果 成果あり （内容： ） ☐成果なし 

改善・伸長に向けた 計画あり （内容：カリキュラムの見直し） ☐成果あり 

検証エビデンス 司法試験合格者調査の結果 

周知・公表方法 規程、規則、内規 履修心得 学院Ｗｅｂサイト パンフレット、リーフレット等 ☐その他 （ ） 
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＜理念、目的、教育研究目標、方針等＞設定・確認シート 作成日：2015 年 10 月 21 日 

責任者 司法研究科長 作成部局 司法研究科 

 

Ａ票 

A‐5 学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー；ＡＰ） 変更の有無 

 ロースクールにおいて必要とされる論理的思考力、分析力および表現力を有する者。 

広い分野において顕著な活動を行った者や、専門的な能力、資格を有する者などで、将来法曹となった時にその特長を十分に活かし社会に寄与する活動が期待できる者。 

出身学部にかかわらず、ロースクールにおいて必要とされる法学の基本的な学識を有する者。 

☐有り 

無し 

 

A-5．学生の受け入れ方針に関する、適切性および検証体制・検証プロセスの確認 チェック欄 

【確認１】 学生の受け入れ方針は、A-2「学位授与方針」、A-4「教育課程の編成・実施方針」と整合性が取れているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認２】 
学生の受け入れ方針は、理念・目的、教育研究目標を踏まえ、入学時に求める学生像や、修得しておくべき知識等の内容・水準等を明らか

にしているか。 

はい 

☐いいえ 

【確認３】 学生の受け入れ方針と、実際の学生募集方法、入学者選抜の実施方法は整合性が取れているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認４】 学生の受け入れ方針は、周知・公表されているか。 
はい 

☐いいえ 

適 切 性 の 検 証

体制を明確にし

ているか 

責任主体・組織（承認・決裁） 研究科長室委員会（議長：研究科長） 

検証手続き 入試検討委員会での審議を経て、随時教授会において決裁・承認している。 

決定・判断時期 年度内 

検証エビデンス 入試検討委員会・教授会議事録 

検証プロセスを

適切に機能させ

ているか 

 １．機能させている ☐２．機能させていない 

検証方法（指標、測定方法など） 成果指標（目標とする入学者数）を定めて現状を把握の上、教授会において課題を整理している。 

成果 成果あり （内容：適正規模の入学者数の確保） ☐成果なし 

改善・伸長に向けた 計画あり （内容：入学定員の見直し等） ☐成果あり 

検証エビデンス 例年４月時点での入学者数の調査の結果 

周知・公表方法 規程、規則、内規 履修心得 学院Ｗｅｂサイト パンフレット、リーフレット等 ☐その他 （ ） 
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Ａ票 

A‐6 学生支援に関する方針 変更の有無 

 学生の学修を支援するための人的及び物的支援体制は相当整備されている。人的支援体制として、法科大学院事務室職員を中心として、その他教務補佐、資料室職員な

どによる授業関連業務、教育・研究補助業務、レファレンス業務などについて充実した体制がとられている。 

☐有り 

無し 

 
修学支援 

在学生の学修支援のために、まず各教員の担当（担任）制度が設けられている。また、各教員はオフィスアワーを通じて学生の相談・指導に

当たっている。その他、本学修了生がアカデミックアドバイザーとして在学生の学修を支援している。入学予定者については、入学前ガイダン

スやオリエンテーションを通じてロースクール生活を円滑にスタートできるよう配慮している。 

☐有り 

無し 

 

生活支援 

経済的な不安や困難を軽減し学生生活を経済的に支援する奨学金制度を充実させている。Ａ日程入試合格者には学費全額相当額を支

給し、それ以外の入学生についても全額相当または半額相当の奨学金を支給している。また、2015年 4 月から実施の奨学金については、新

入生だけではなく、すでに在学している学生にも適用されることになった。このことによって、標準修業年限内の学生全員に奨学金が支給され

ることになり、 最低でも国立大学法科大学院の学費との差額に相当する奨学金が与えられることになった。なお、この奨学金については返

還義務はない。その他、キャンパスハラスメントの相談窓口を設けたり、精神面でのカウンセリング体制を総合支援センターと連携を図ってい

る。 

有り 

☐無し 

 
進路支援 

担任教員との相談の他、法科大学院修了後の進路選択・就職についてはキャリアガイダンスを年数回実施し、キャリアについて考える機会と

情報を提供している。また、民間企業と提携し、主に修了生を対象にインターンシップ（企業法務部）を実施している。 

☐有り 

無し 

 

A-6．学生支援に関する方針について、適切性および検証体制・検証プロセスの確認 チェック欄 

【確認１】 学生支援の方針（修学支援、生活支援、進路支援）は、理念・目的、入学者の傾向等の特性を踏まえた内容になっているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認２】 

方針に沿って、修学支援、生活支援、進路支援のための仕組みや体制を整備し、適切に運用しているか。 はい 

☐いいえ 

【確認３】 学生の進路支援は、入学者の傾向等の特性を踏まえながら、進路選択に関わる指導・ガイダンスの実施の点から取り組めているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認４】 学生支援に関する方針（修学支援、生活支援、進路支援）は、教職員で共有されているか。 
はい 

☐いいえ 

適 切 性 の 検 証

体制を明確にし

ているか 

責任主体・組織（承認・決裁） 研究科長室委員会（議長：研究科長） 

検証手続き 学生関係委員会での審議を経て、必要に応じて随時教授会において決裁・承認している。 

決定・判断時期 必要に応じて適宜 

検証エビデンス 学生関係委員会・教授会議事録 

検証プロセスを

適切に機能させ

ているか 

 １．機能させている ☐２．機能させていない 

検証方法（指標、測定方法など） 成果指標（奨学金支給・貸与者数）を定めて現状を把握の上、教授会において課題を整理している。 

成果 成果あり （内容：奨学金支給・貸与者数の増加） ☐成果なし 

改善・伸長に向けた 計画あり （内容：奨学金支給・貸与者の見直し） ☐成果あり 

検証エビデンス 確定した奨学金支給・貸与者数調査の結果 

周知・公表方法 規程、規則、内規 履修心得 学院Ｗｅｂサイト パンフレット、リーフレット等 その他 （ ） 

 

 

（下記のことが明らかであることに留意する。） 

 ＜修学支援＞ 

  ・留年者及び休・退学者の状況把握と対処 

  ・学生の能力に応じた補習・補充教育の実施 

  ・障がい学生に対する修学支援の実施 

  ・奨学金等の経済的支援の実施 

 ＜生活支援＞ 

  ・学生相談室等、学生の相談に応じる体制の整備、学生への案内 

  ・各種ハラスメント防止に向けた取り組み 
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Ａ票 

A‐7 教員像 変更の有無 

 法科大学院においては、理論と実務を架橋する高度の法学専門教育を行うために必要な能力があると認められる専任教員像が求められる。そのためには、教育上の経歴・経

験及び理論と実務を架橋する教育を行うのに必要な研究業績や実務上の実績をもった教員であることが必要である。 

有り 

☐無し 

 
無しの場合どの

ように設定する

か？ 

責任主体・組織  

設定方法  

設定見込み時期  

 教員組織の編制方針 変更の有無 

 法科大学院の教育に必要な教育能力を有する教員確保に向けて継続的な編成方針で臨んでいる。具体的には、教員の年齢構成やジェンダーバランスに配慮し、専任教員

の退職やみなし専任教員の退職・任期更新に備えて、将来の採用計画を検討し、策定している。 

☐有り 

無し 

 

A-7．教員像、教員組織の編制方針に関する、適切性および検証体制・検証プロセスの確認   チェック欄 

【確認１】 教員像は、教員に求める能力・資質、教育に対する姿勢等を明確にしているか。 
はい 

☐いいえ 

【確認２】 
教員組織の編制方針は、組織的な教育を実施する上において、必要な役割分担や規模（人数）、教員の専門分野やスキル構成、責任体

制、を明確にしているか。 

はい 

☐いいえ 

【確認３】 教員像・教員組織の編制方針は教職員で共有されているか。 
はい 

☐いいえ 

適 切 性 の 検 証

体制を明確にし

ているか 

責任主体・組織（承認・決裁） 研究科長室委員会（議長：研究科長） 

検証手続き 研究科長室委員会での審議を経て、必要に応じて随時の教授会において決裁・承認している。 

決定・判断時期 必要に応じて適宜 

検証エビデンス 将来構想委員会・教授会議事録 

検証プロセスを

適切に機能させ

ているか 

 １．機能させている ☐２．機能させていない 

検証方法（指標、測定方法など） 成果指標（必要な教員数）を定めて現状を把握の上、教授会において課題を整理している。 

成果 成果あり （内容：必要な教員数の確保） ☐成果なし 

改善・伸長に向けた 計画あり （内容：将来の人事計画の策定による） ☐成果あり 

検証エビデンス 人事計画の実施状況の確認 

周知・公表方法 規程、規則、内規 ☐履修心得 ☐学院Ｗｅｂサイト ☐パンフレット、リーフレット等 ☐その他 （ ） 

 


